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短期で子どもを預かる

里親になりませんか

さまざまな事情により、

家族のもとで暮らすことができない子どもを

一定期間、自分の家庭に迎え入れて養育する里親を

「養育里親」といいます。

里親に対して、子どもが大きくなるまで

長い期間育てていくものというイメージがありませんか？

子どもの状況によっては長期に渡って養育していただく必要がありますが、

例えば 〈保護者が入院する間の2週間〉 など短期の預かりも多いのです。

預かってくださる里親が近くにいれば、

地域の学校や保育所にそのまま通い続けられる場合もあり、

子どもの安心にもつながります。



養育里親になるまでの流れ

相談

相談は随時受け付けています。

まずはお電話ください。

香川県里親情報サイト「さとおやのさと」　香川県　里親

ドレミファミリーとは香川県の「養育里親」の愛称です。

里親認定について

審議を行います。

基礎研修（2日）、

登録前研修（講義2日、施設実習2日）

を受講していただきます。

家庭訪問などの調査も行います。面接でお話を伺います。

里親制度の概要や

登録手続きについてご説明します。

県の審議会 登録完了
研修

家庭訪問
ガイダンス

香川県では

子どもを短期間（数日～2ヶ月程度）

ご自宅で預かってくださる

「養育里親」を募集しています

まずは お気軽に

ご相談・お問い合わせください。

087－862－8861

養育里親Q&A

※高松市・東讃地域にお住まいの方は

子ども女性相談センター

Q

A

どんな子どもが

対象になりますか？

登録後は5年ごとに

更新が必要となります。

保護者の入院や虐待等の事情

から一時的に家族と暮らせな

くなった子どもが対象です。

香川県内では短期で里親に預

かっていただく子どもの大半

が乳幼児（0～6 歳）です。

Q

A

子どもを養育する時の

費用はどうなりますか？

国の基準に沿って、食費等の

一般生活費、医療費、手当等

が支払われます。

Q

A

養育里親になった後の

支援はありますか？

児童相談所や里親支援機関

（乳児院や児童養護施設）の

相談員が家庭訪問等の支援を

行います。里親同士が交流す

る「香川県里親会」や里親サ

ロン等もあります。

0877－24－3173
※中・西讃地域にお住まいの方は

西部子ども相談センター


